
家
屋
の
取
り
壊
し
な
ど
、
建
物
の
変
更
は
届

け
出
が
必
要
で
す
▼
建
物
を
変
更
し
て
ま
だ

届
け
出
て
い
な
い
か
た
は
、
お
早
め
に
資
産

税
課
家
屋
担
当
へ
。
☎(

８
６
６)

２
０
５
７

償
却
資
産
申
告
書
を
送
り
ま
す
▼
事
業
の
た

め
に
使
っ
て
い
る
機
械
、
器
具
・
備
品
な
ど

は
、
償
却
資
産
と
し
て
固
定
資
産
税
の
対
象

に
な
り
ま
す
。
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
か
た

へ
、
12
月
中
に
「
平
成
25
年
度
償
却
資
産
申

告
書
」
を
送
り
ま
す
。
来
年
１
月
31
日
(木)
ま

で
、
資
産
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
課
税
対
象
と
な
る
償
却
資
産
が
あ
る
か

た
で
申
告
書
が
届
か
な
い
か
た
は
、
資
産
税

課
償
却
資
産
担
当
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

☎(
８
６
６)

２
８
３
６

解
雇
や
倒
産
な
ど
に
よ
り
離
職
し
た
か
た

で
、
次
の
①
〜
④
を
す
べ
て
満
た
す
か
た
の

国
民
健
康
保
険(

国
保)

税
を
軽
減
し
ま
す
。

①
以
前
か
ら
国
保
に
加
入
し
て
い
る
、
ま
た

は
離
職
に
よ
り
新
た
に
国
保
に
加
入
す
る

②
離
職
日
の
翌
日
時
点
で
65
歳
未
満

③
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職
し
た

④
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
交
付
を
受

け
、
そ
の
離
職
理
由
が
、
雇
用
保
険
法
で

定
め
る
「
特
定
受
給
資
格
者(

解
雇
、
倒

産
な
ど)

」
か
「
特
定
理
由
離
職
者(

病
気
、

出
産
、
育
児
な
ど)

」
に
該
当
す
る

＊
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
に
つ
い
て
詳
し

く
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
秋
田
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
☎(

８
６
４)

４
１
１
１

軽
減
内
容
▼
平
成
22
年
度
以
降
で
離
職
日
の

翌
日
が
属
す
る
年
度
と
そ
の
翌
年
度
に
お
い

て
、「
前
年
中
の
給
与
所
得
」
を
本
来
の
金
額

の
30
㌫
と
し
て
国
保
税
額
を
計
算
し
ま
す

申
請
手
続
き
▼
世
帯
主(

家
族
の
代
理
可)

が
、

軽
減
対
象
者
の
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

(

同
時
に
国
保
に
加
入
す
る
か
た
は
加
入
し

て
い
た
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
証
明
書
も)

を
持
っ
て
、
国
保
年
金
課
３
番
窓
口
、
北

部･

西
部･

河
辺･

雄
和
の
各
市
民
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、
ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
、
岩
見
三
内･

大
正
寺
の
各
連
絡
所
へ

＊
平
成
23
年
３
月
31
日
〜
24
年
３
月
30
日
に

離
職
し
た
か
た
は
今
年
度
も
軽
減
対
象
で

す
。
す
で
に
申
請
し
た
か
た
は
再
度
申
請

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課

☎(

８
６
６)

２
０
９
９

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

で
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登
録

資
格
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
名
簿
は
来
年
３

月
31
日
に
確
定
し
、
そ
の
後
１
年
間
、
委
員

の
選
挙
を
行
う
と
き
に
使
い
ま
す
。
名
簿
の

補
充
制
度
は
な
く
、
登
録
か
ら
漏
れ
る
と
資

格
が
あ
っ
て
も
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
農
地
の
権
利
取
得
や
、
軽
油
引
取

税
の
免
税
申
請
な
ど
に
使
用
す
る
耕
作
証
明

書
な
ど
の
証
明
も
登
録
者
で
な
い
と
申
請
で

き
ま
せ
ん
。

登
録
資
格
▼
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
来
年
３

月
31
日
時
点
で
20
歳
以
上
の
か
た
で
、
次
の

①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
か
た

①
10
㌃
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
業
務
を
営

む
か
た
　
②
①
と
同
居
す
る
親
族
と
そ
の
配

偶
者
で
、
年
間
60
日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る

か
た
　
③
10
㌃
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
業

務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組
合
員
、
社
員

ま
た
は
株
主
で
年
間
60
日
以
上
耕
作
に
従
事

す
る
か
た

調
査
方
法
▼
登
録
申
請
書
は
郵
送
ま
た
は
農

政
協
力
員
を
通
じ
て
12
月
中
に
配
り
ま
す
。

必
要
事
項
を
書
い
て
、
１
月
５
日
(土)
ま
で
、

農
業
委
員
会
事
務
局
へ
返
送
す
る
か
、
お
近

く
の
農
政
協
力
員
へ
お
届
け
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

市
農
業
委
員
会
事
務
局

☎(

８
６
６)

２
２
７
０

河
辺
・
雄
和
地
域
審
議
会
は
各
地
域
の
み

な
さ
ん
の
意
向
を
市
に
伝
え
、
地
域
課
題
の

解
決
や
市
の
施
策
へ
の
反
映
な
ど
の
役
割
を

担
う
市
の
附
属
機
関
で
す
。
各
審
議
会
と
も

20
人
以
内
の
委
員
で
構
成
し
、
う
ち
５
人
以

内
は
公
募
で
選
任
し
ま
す
。

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

国
民
健
康
保
険
税
を

軽
減
し
ま
す

２

３
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
登
録
を

ご
み
の
不
法
投
棄
は
罰
則(

５
年
以

下
の
懲
役
も
し
く
は
１
千
万
円
以
下
、

法
人
は
３
億
円
以
下
の
罰
金)

の
対
象

に
な
り
ま
す
。

廃
棄
物
対
策
課
☎(

８
６
６)

２
０
７
６

４
河
辺･

雄
和
地
域
審
議
会

の
委
員
を
公
募

１
建
物
の
変
更
届
と

償
却
資
産
申
告
書
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す

ご
み
の

不
法
投
棄
を
し
な
い
！
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来
年
の
両
地
域
審
議
会
委
員
の
改
選
の
た

め
、
委
員
各
５
人
を
募
集
し
ま
す
。
委
員
の
任

期
は
来
年
２
月
16
日
か
ら
２
年
間
で
す
。
審
議

会
は
年
４
回
程
度(

平
日
の
日
中)

。
ま
た
、
審

議
会
開
催
前
に
任
意
の
勉
強
会
が
あ
り
ま
す
。

報
酬
は
審
議
会
１
回
に
つ
き
７
千
円
で
す
。

応
募
資
格
▼
次
の
①
〜
③
を
満
た
す
か
た

①
河
辺
地
域
審
議
会
は
河
辺
地
域
に
、
雄
和

地
域
審
議
会
は
雄
和
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
住
所

が
あ
る

②
来
年
２
月
16
日
時
点
で
20
歳
以

上

③
本
市
の
他
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
、

国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
ま
た
は
常
勤
職

員
で
は
な
い
こ
と

応
募
方
法
▼
河
辺
・
雄
和
の
各
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、
岩
見
三
内
・
大
正
寺
の
各
連

絡
所
に
あ
る
応
募
用
紙
に
応
募
の
動
機
、
抱

負
、
地
域
で
の
活
動
体
験
な
ど
を
書
い
て
、

来
年
１
月
９
日
(水)
か
ら
22
日
(火)(

必
着)

ま
で
、

各
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い(

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
も
可)

。

書
類
選
考
に
よ
り
決
定
。
応
募
用
紙
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す

河
辺
▼
河
辺
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

〒
０
１
９
‐
２
６
９
２
河
辺
和
田
字
北
条
ケ
崎
38-

２

☎(

８
８
２)

５
２
２
１

フ
ァ
ク
ス(

８
８
２)

３
０
５
１

Ｅ
メ
ー
ルro

-sckb
@
city.akita.akita.jp

雄
和
▼
雄
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

〒
０
１
０
‐
１
２
２
３
雄
和
妙
法
字
上
大
部
48-

１

☎(

８
８
６)

５
５
１
１
　

フ
ァ
ク
ス(

８
８
６)

２
１
５
４

Ｅ
メ
ー
ルro

-scyw
@
city.akita.akita.jp

チ
ャ
レ
ン
ジ
オ
フ
ィ
ス
あ
き
た(

土
崎)

で

起
業
を
支
援
す
る
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン･

マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
１
人
募
集
し
ま
す
。

任
期
▼
来
年
４
月
１
日
か
ら
３
年
間

受
験
資
格
▼
次
の
①
②
を
満
た
す
か
た

①
昭
和
30
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
か

た
　
②
(社)
日
本
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー

シ
ョ
ン
協
会
の
認
定
Ｉ
Ｍ
を
取
得
し
て
い
る

か
同
等
の
知
識
と
経
験
が
あ
る
か
た

受
験
案
内
書
▼
市
役
所
１
階
総
合
案
内
な
ど

で
配
布
し
ま
す
。
詳
し
く
は
人
事
課
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
入
手
で
き
ま
す

受
付
期
間
・
場
所
▼
１
月
７
日
(月)(

必
着)

ま

で
人
事
課
へ
。
☎(

８
６
６)

２
０
１
２

●
問
い
合
わ
せ

申
込
方
法
や
勤
務
条
件
な
ど
は

人
事
課
☎(

８
６
６)

２
０
１
２

受
験
資
格
や
職
務
内
容
な
ど
は

商
工
労
働
課
☎(

８
６
６)

２
４
２
９

市・県民税、固定資産税、軽自動車税など(国
民健康保険税を除く)。納付相談もお受けします。

納期が過ぎた市税で納め忘れ
があるかたは、12月中の納付を
お願いします。

◆12月は休日も納付窓口を開設◆

12月22日(土)・23日(日)・24日(月)の
各日とも午前８時30分から午後５時15分まで

12
月
は
市
税
完
納
強
調
月
間

５
任
期
付
市
職
員
を
募
集

(

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー)

市役所２階の納税課☎(866)2058
(守衛室側の入口からお入りください)

水道メーターの検針時にお配りしている
「水道使用量・料金等のお知らせ」の裏面に、
有料広告を掲載する広告主を募集します。お
知らせは２か月に１回、市内全戸(約13万８
千戸)に配付します。広告はフルカラー印刷
で、掲載の大きさは全面(縦195㍉×横65
㍉)、半面、３分の１面のいずれかです。

掲載できない広告 ●公序良俗に反するもの
●政治性があるもの　●宗教性があるもの
●風俗営業に関するもの　●選挙運動に関す
るもの　●社会問題に関するもの　
●その他不適当と認めるもの

申込書を郵送しますので、上下水道局お客様
センターへご連絡ください。申し込みは12
月25日(火)から１月18日(金)まで。広告の内
容を審査後、結果を通知します。上下水道局
お客様センター計量係☎(823)8431

申し込み

■掲載期間 平成25年６月～26年５月
＊４か月間、８か月間、１年間の３種類から選べます。

「水道料金等のお知らせ」裏面に

■広告料金(消費税等相当額を含む)

１月の乳がん検診

来年３月31日時点に40歳以上で偶数歳の
女性を対象に、乳がん検診のマンモグラフィ
撮影を行っています(定員あり)。１月の日程
は下記のとおりです(祝日除く)。事前に保健
予防課へお申し込みください。☎(883)1176

今年度実施はあと
わずか。お早めに！

北部市民サービスセンターu１月11日(金)
中通健康クリニック(南通)u火・水・木曜日
＊撮影後、視触診検査の受診が必要です。
＊申し込み状況は市ホームページで確認できます。

マンモグラフィと視触診検査を同日に行う場

合は下記の医療機関へ直接お申し込みください。

広告を掲載しませんか

日
時

場
所

●市立秋田総合病院(川元)☎(867)7489
●はしづめクリニック(山王)☎(883)3388
●あきた駅前内科外科クリニック(千秋)☎(837)6500
●あきた乳腺クリニック(広面)☎(834)2061

広報あきた  平成24年12月21日号11


